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介護予防・日常生活支援総合事業重要事項説明書〔令和6年12月1日現在〕 

 

１ 当事業所が提供するサービスについての相談・苦情などの窓口 

事業所名：富田温泉デイサービスセンター       TEL ：０２４－９３１－２６８３ 

苦情受付担当者     佐藤 美菜       苦情解決責任者     佐藤 秀広       

次の行政機関でも受け付けております。※ご不明な点は、何でもお尋ねください。 

郡山市介護保険課   024-924-3021    郡山市地域包括ケア推進課   024-924-3561 

福島県運営適正化委員会  024-523-1251  福島県国保連合会   024-928-0040 

２ 事業所名 富田温泉デイサービスセンターの概要 

（1） 事業の目的 

トム・ワークス株式会社が開設する富田温泉デイサービスセンター(以下｢事業所｣という。) が行う通所型サービスの事業(以下

｢事業｣という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、生活相談員、機能訓

練指導員及び介護職員、看護職員(以下｢生活相談員等｣という。) が要支援状態等にある利用者に対し、適正な通所型サービス

を提供することを目的とする。 

（2） 運営の方針 

指定通所介護の提供にあたって、事業所の生活相談員等は要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日

常生活を営む事が出来るよう、必要な日常生活上の介護及び機能訓練の援助を行う事によって、利用者の社会的孤立感の解消及

び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。 

事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努

めるものとする。 

（3） 事業者の指定番号およびサービス提供地域 

事業所名 富田温泉デイサービスセンター 

所在地   福島県郡山市不動前１丁目１０１番地 

介護保険事業所番号 通所型サービス （事業者番号 ０７７０３０３６８３） 

サービス提供地域 郡山市内 全域 

定員 ２０名 

第三者評価の実施 無し 

（２） サービス提供時間（営業時間） 

月  ～  土 午前９：００  ～  午後４：１５ （午前８：３０ ～ 午後５：３０） 

休日 毎日曜日、８月１３日～１５日と１２月２９日～１月３日 

（３） 人員体制                       （   年    月    日現在） 

 資  格 常  勤 非常勤 計 

管理者 社会福祉主事任用 名 名 名 

生活相談員 社会福祉主事任用  名 名 名 

看護師 看護師・准看護師 名 名 名 

機能訓練指導員 看護師・准看護師 名 名 名 

介護職員 介護福祉士・介護職員初任者研修 名 名 名 

・管理者  

管理者は事業所の運営、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

・生活相談員  

生活相談員は、通所介護計画書に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、 

日常生活を営むことが出来るよう、相談援助等の生活指導を行う。 

・看護職員  

看護職員は、各利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。 

・介護職員  
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介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。 

・機能訓練指導員  

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の 

訓練を行う。 

・運転手 

利用者の送迎を行う。 

 

３ サービス内容 

介護予防サービス計画に沿って、送迎、食事の提供、入浴介助、レクリエーション等その他必要な介護等を行

います。 

 

４ 利用料金 

（１） 利用料 

介護保険適用 一割負担分 二割負担分 三割負担分 

事業対象者 

要支援１ 

１，７９８円／月 ３，５９６円／月 ５，３９４円／月 

要支援２ ３，６２１円／月 ７，２４２円／月 １０，８６３円／月 

介護職員等処遇改善

加算Ⅲ 

月利用単位数×8.0%の1割 月利用単位数×8.0%の2割 月利用単位数×8.0%の3割 

※厚生労働省介護保険法に基づく 

介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。尚、介護保険負担割合証明書に

基づき、利用料金をご請求させていただきます。 

※自費をいただくもの（介護保険適用外） 

お食事・おやつ （昼食・おやつ） ７５０円 

レクリエーション費  実費 

オムツ（リハビリパンツ含）  １５０円 

歯ブラシ  １５０円 

その他日常生活費  実費 

 

（２）サービス中止について 

お客様のご都合でサービスを中止する場合、キャンセルが必要になった場合は至急ご連絡ください。 

  

連絡先： TEL   024-931-2683 

          FAX 024-931-2684 

（３）料金の支払方法 

毎月月末締めとし、翌月１０日までに当月分の料金を請求いたしますので、末日までにあらかじめ指定の方法

でお支払いください。 

５ 非常災害の対策－防災・風水害・地震等 

具体的な計画の作成と避難経路・避難場所の把握確認。 

管理者は、施設の置かれた状況により、火災、風水害、地震その他の災害の態様に応じ、非常災害に関する具体的計画を立て、

定期的に避難・救出訓練を実施するものとする。 

６ 事故発生時の対応 

１ 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。 

２ 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。 

３ 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 
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７ サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

まずはお電話などでお申し込みください。当該職員がお伺いいたします。サービスの内容をご説明し、御

理解後契約を結び、サービスの提供を行います。 

 

（２）サービスの終了 

①  お客様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日の7日前までにお申し出ください。 

 

②  当社の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービス提供を終了させていただく場合がございます。その場合は、

終了1ヶ月までに文書で通知いたします。 

 

③  自動終了（つぎの事由に該当した場合は自動的にサービス終了します） 

・ お客様が介護保険施設等に入所した場合 

・ お客様の要介護認定区分が非該当になった場合 

・ お客様の要介護認定区分が、要介護1～5と認定された場合 

・ お客様が亡くなられた場合 

 

その他 

・ 当社が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家族などに対して社

会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することによ

って直ちに契約を解約することができます。  

・ お客様が、サービス利用料金の支払いを 2 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 10

日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、当社や当社のサービス従業者に対して本契約

を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当社により文書で通知することにより、即座にサービスを終

了させていただく場合がございます。 

・ 風邪、病気等の際はサービスの利用を見合わせて無理な利用はお断りする場合がございます 

・ 当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービスを変更または、中止することがあります。 

・ ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合ご家族に連絡の上、適切

に対応します。 

・ 他の利用者の健康に影響を与える可能性のある疾患（感染症）が明らかになった場合、速やかに事業所に申

告してください。治癒するまでサービスの利用はお断りさせていただきます。 

８ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、家族または緊急連絡先へ連絡する

とともに速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

 

９ 感染症対策の強化 

① 感染症発生及び蔓延等に関する取り組みの強化を図る為、委員会の開催（おおむね6月に1回以 

上）し、その結果について職員等に周知徹底を図ります。 

② 職員等に対し、清潔の保持・健康状態の必要な管理、感染症の予防・まん延の防止のための研修・ 

訓練（シミュレーション）を実施します。 

④  事業所における感染症の予防・まん延の防止のための指針を整備します。 
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１０ 業務継続に向けた取り組みの強化 

① 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を 

   構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション） 

   を実施します。 

 

１１ 虐待の防止について 

① 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとお 

り必要な措置を講じます。 

② 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 管理者 佐藤 秀広 

③ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を 

   図っています。 

④ 虐待防止のための指針の整備をしています。 

⑤ 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

⑥ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に 

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

主治医 

主治医氏名  

連絡先  

ご家族 

氏 名  

連絡先  

  

 

【 会社の概要 】 

社名     トム・ワークス株式会社 

資本金        ３．０００．０００円 

社員数        １０名（契約社員・パート含む） 

設立          平成２１年 ９月１日 

所在地    福島県郡山市不動前１丁目１０１番地 

代表者    代表取締役  西間木 勉        

 

[重要事項説明者]    

            年   月   日                 印 

 

【 事業内容 】 

介護予防・日常生活支援総合事業 

 

【 関連法人 】 

アムリタ株式会社 「郡山三穂田温泉」 アムリタケアサービス株式会社  

 

【事業者】 

    福島県郡山市不動前１丁目１０１番地 

    トム・ワークス株式会社 

代表取締役  西間木 勉       印 

 

【事業所】   

福島県郡山市不動前１丁目１０１番地 

  富田温泉デイサービスセンター 

（介護保険事業所番号０７７０３０３６８３） 

上記の内容の説明を受け、了承しました。 

 

      令和   年   月   日 

 

      利用者氏名                       印 

 

      署名代行者氏名                     印 

署名代行事由： 


